
（国実施要領別紙様式２号　１）
別記様式１５－１号

１．推進事業

福島県あんぽ柿産地振興協会
市町村名 福島県全域

平成２６年度
現状と課題（※計画地区等における現状を踏まえて、課題を数値等も交えて具体的に記述すること。）

課題を解決するため対応方針（※上記の課題に対応させて記述すること。）

都道府県における目標関係

計画時 実施後 目標 達成率

福島県事業実施状況報告書及び評価報告書

取組名 成果目標
事業実施後の状況 備考

（注）１　別記様式１－１号に準じて作成すること。

－

　平成25年度
加工再開モデ
ル地区に設定
されなかった
区域におい
て、加工を再
開する。

事業実施主体

　被災被害（放射性
物質等）に対応した
農業生産工程管理
（ＧＡＰ）を見直
し、改正版のひな形
を作成する。

事業実施年度

　東京電力福島第一原
子力発電所事故に伴う
放射性物質の拡散によ
り平成23年から加工自
粛となっているが、平
成25年度に加工再開モ
デル地区を設定し、加
工を一部再開した。

　被災被害（放射性物質等）に対応したあ
んぽ柿のＧＡＰマニュアルを一部改訂し、
ひな形を作成した。また、これに基づく伊
達地方３市町の農業生産工程管理（ＧＡ
Ｐ）の導入を確認した。

本県の柿は栽培面積1,390ha（全国第５位）を有し、あんぽ柿については約30億円を売り上げる本県のブランド品（特産品全国第２位）であるが、東日本大震災に
伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、主産地である伊達地方を中心に平成23年から加工自粛を強いられている。
　平成25年度は、安全な原料柿の確保及びあんぽ柿製品の非破壊検査を取り入れた農業生産工程管理（ＧＡＰ）のひな形（県域）を作成し、伊達地方（伊達市、桑
折町、国見町）に設定された加工再開モデル地区における安全なあんぽ柿の生産のための農業生産工程管理（ＧＡＰ）を推進するとともに、非破壊検査機器を導入
して加工再開モデル地区等で生産・加工された製品について農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づき全量検査を実施し、安全なあんぽ柿の出荷を支援した。
　今後も自然減衰・除染等でのさらなる線量低下により、加工再開モデル地区の拡大が見込まれることから、引き続き安全な原料柿の確保や非破壊検査による製品
検査などの取組が必要である。

平成25年度の検査実績等を踏まえて、二次汚染防止対策に係る取組事項の追加等、安全な原料柿の確保及びあんぽ柿製品の非破壊検査を取り入れた農業生産工程管
理（ＧＡＰ）のひな形（県域）を見直すとともに、伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）に新たに設定される加工再開モデル地区における安全なあんぽ柿の生産の
ための農業生産工程管理（ＧＡＰ）を推進する。
　また、あんぽ柿の生産拡大に向けて、非破壊検査機器を追加導入し、加工再開モデル地区等で生産・加工された製品について農業生産工程管理（ＧＡＰ）に基づ
き非破壊検査機器による全量検査を拡大実施するとともに、市場求評会を開催して安全なあんぽ柿の出荷を引き続き支援する。

　被災被害（放射性物
質等）に対応した農業
生産工程管理（ＧＡ
Ｐ）のひな形を作成し
た。また、これに基づ
く管理を徹底すること
により、一部地域で加
工・出荷を再開した。

成果目標の具体的な実績

農業生産工程
管理（ＧＡ
Ｐ）の導入

事業費（要望額）　  690,358,709円（うち交付金　 690,358,000円）



（国実施要領別紙様式２号　別添）

別記様式１５－２号

福島県事業実施状況報告書及び評価報告書

推進事業取組

計画策定時

交付金 都道府県費 市町村費 その他

農業生産
工程管理
（ＧＡ
Ｐ）の導
入

福島県
あんぽ
柿産地
振興協
会

－

　平成25年度
加工再開モデ
ル地区に設定
されなかった
区域におい
て、加工を再
開する。

①農業生産工程管
理（ＧＡＰ）一部
改正の作成
②あんぽ柿の非破
壊検査機器の導入
及び運用支援
③あんぽ柿の放射
性物質検査
④現地加工試験の
実施
⑤研修会の開催・
産地指導
⑥市場求評会の開
催
⑦あんぽ柿復興協
議会との連携及び
各地区推進協議会
との連絡・調整
⑧運営会議等の開
催

　被災被害
（放射性物質
等）に対応し
た農業生産工
程管理（ＧＡ
Ｐ）を見直
し、改正版の
ひな形を作成
する。

①農業生産工程管理（Ｇ
ＡＰ）一部改正の作成
②あんぽ柿の非破壊検査
機器の導入及び運用支援
③あんぽ柿の放射性物質
検査
④現地加工試験の実施
⑤研修会の開催・産地指
導
⑥市場求評会の開催
⑦あんぽ柿復興協議会と
の連携及び各地区推進協
議会との連絡・調整
⑧運営会議等の開催

690,358,709 690,358,000 0 0 709 100%

　被災被害（放
射物質等）に対
応した農業生産
工程管理（ＧＡ
Ｐ）のひな形を
一部改正し、こ
れを実践するこ
とで、25年度か
ら引き続き加工
自粛している48
地区のうち38地
区を新たに加工
再開モデル地区
に設定し、加
工・出荷を再開
することができ
た。また、ＧＡ
Ｐの取組状況
は、伊達地方３
市町の農業者が
点検したチェッ
クシートにより
導入を確認し
た。

－

　ＧＡＰ
の導入に
より、加
工を再開
できる地
区が拡大
し、事業
の効果が
得られ
た。今後
もＧＡＰ
の取組が
定着、継
続するよ
う指導を
願う。

注１　別記様式１－２号に準じて作成すること。
　２　県による評価は最終年度のみ記入する。
　３「事業実施主体の評価」欄と、「市町村の評価」欄及び「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。

都道府県
による点
検評価結
果（所
見）

事業費（円）
市町村に
よる点検
評価結果

目標達
成状況
Ｂ／Ａ
×100

負担区分（円）

事業主体等によ
る評価結果実績値 事業実績

目標（平成２７年度）

取組名
事業実
施主体
名

被災前
２２年度

事業実施後（目標年度）

目標値
具体的な事業内容（計

画）


